
※蒲郡市は7級地に該当している為、単位数に10.17円を乗じた金額が料金となっています。

・送迎加算

・緊急短期入所受入加
算

・療養食加算:

※該当する項目について日数分が加算されます。

介護職員等特定処遇改善加算 合計単位×2.7％

※上記金額は、一日あたりの目安を示したものです。小数点以下の端数処理の関係で、差額が生じる場合があります。

【その他費用】

そ
の
他

片道につき184単位

1回90単位(1か月のご利用日数を3で除した数分)

1回8単位（医師より治療食指示があった場合）

5,623円 6,709円
要 介 護 ５ 2,282円 2,582円 3,472円 3,772円 4,613円 5,775円 6,938円
要 介 護 ４ 2,206円 2,506円 3,396円 3,696円 4,537円

5,293円 6,215円
要 介 護 ３ 2,125円 2,425円 3,315円 3,615円 4,456円 5,462円 6,468円
要 介 護 ２ 2,041円 2,341円 3,231円 3,531円 4,372円
要 介 護 １ 1,963円 2,263円 3,153円 3,453円 4,294円 5,137円 5,980円
要 支 援 ２ 1,888円 2,188円 3,078円 3,378円 4,219円

要 支 援 １ 1,744円 2,044円 2,932円 3,234円 4,075円 4,699円 5,324円

4,988円 5,757円

※介護保険負担限度額認定証により負担軽減が受けれます。介護保険負担限度額の軽減を受けるためには、市町村の窓口
に申請し【介護保険負担限度額認定証】の交付を受ける事が必要です
第一段階  （本人及び世帯全員が市民税非課税であり、老齢福祉年金の受給者又は生活保護受給者）
第二段階  （本人及び世帯全員が市民税非課税であり、合計所得金額と年金収入額の合計が８０万円以下の人）
第三段階①（本人及び世帯全員が市民税非課税であり、合計所得金額と年金収入額の合計が８０万円～１２０万円以下の
人）
第三段階②（本人及び世帯全員が市民税非課税であり、合計所得金額と年金収入額の合計が１２０万円を超える人)
※食費内訳(朝食335円、昼食630円、夕食480円)

【一日あたり負担目安】

第一段階 第二段階 第三段階① 第三段階②
負担限度額認定
証なし（1割）

負担限度額認定
証なし（2割）

負担限度額認定
証なし（3割）

居 住 費 820円 820円 1,310円 1,310円 2,006円

食 費 300円 600円 1,000円 1,300円 1,445円

一 日 負 担 額 1,120円 1,420円 2,310円 2,610円 3,451円

※一定以上の所得者として該当される方は【介護保険負担割合証】に示されている介護保険自己負担分が2割～３割と
なります。
※新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和3年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せ
になります。

【居住費、食費】

第一段階 第二段階 第三段階① 第三段階②
介護保険負担限

度額
認定証なし

介護保険自己負担分（3割） 1,873円 2,306円 2,529円 2,764円 3,017円

介護保険自己負担分（2割） 1,248円 1,537円 1,686円 1,842円 2,011円 2,172円 2,324円

3,258円 3,487円

介護職員処遇改善加算 合計単位×8.3％

介護職員等ベースアップ等支援加算 合計単位×1.6％

介護保険自己負担分（1割） 624円 768円 843円 921円 1,005円 1,086円 1,162円

908単位/日 976単位/日
夜勤職員配置加算Ⅱ 18単位/日
サービス提供体制強化加算Ⅰ 22単位/日

介 護 サ ー ビ ス 費 523単位/日 649単位/日 696単位/日 764単位/日 838単位/日

ショートステイ百華苑　料金表

【介護保険サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和4年10月１日～

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５



実費となるサービス：　理髪ｻｰﾋﾞｽ:１回1,100円～1,500円、おやつ代:一日100円、レク材料費、事業実施区域外の送迎費　など


